
契約方法及び
根拠条項

契約金額
（単価契約）

契約の相手方

　随意契約（単価契約）
　・ 地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号
　・ 市立旭川病院随意契約ガイドライン２(1)イ

　令和５年３月１０日（金）　午後４時

　令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで契約期間

業務名 歯科技工業務

旭川市１０条通９丁目９７５番地２１３
株式会社タラサワ　代表取締役　桵澤　一介

　市立旭川病院事務局　医事課

　本業務は単価契約であるが，各制作物の契約単価の公表は，受託者の事業運営上の地位その
他正当な利益を害する恐れがあるため，非公表とする。

契約担当課

入札（見積）日時

入 札 （見積合せ）結 果 調 書



一者特命の
随意契約と
した理由

・旭川市物品購入等競争入札参加資格の医療関係業務（３２５０）の歯科技工業務（３２５４）に登録
している業者であること。
・歯科補綴物等の作成は医師による作成の判断から患者への治療までに迅速に対応する必要があ
ることから，市内に事業所を有していること。
・不測の事態が発生した際にも遅延なく業務を実施するために，歯科技工士法第６条の規定による
歯科技工士免許を有する者が２人以上いること。
上記３つの理由を満たす者が現在の履行業者のみであるため。


